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判定 結果 申告先 注意事項 

 
所得税の確定申告
が必要です 

 所得税の確定申告書を提出する場合は、市・府民税の申告は必要ありま
せん。確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄に記入漏
れがないようご注意ください。なお、所得控除が所得の合計額を上回る
場合は、確定申告の必要はありません。ただし、所得税が源泉徴収され
ていて所得税の還付を受ける方は、右京税務署へ確定申告書を提出し
てください。 

 
  

 ただし、所得税が源泉徴収されていて、☆の控除を申告して所得税の還
付を受ける方は、右京税務署へ確定申告書を提出してください。所得税
の確定申告書を提出する場合は、市・府民税の申告は必要ありません。 

 
市・府民税の申告は
原則不要です 

 

 ただし、以下に該当する方は市・府民税の申告をしてください。 
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険又は国民年金の被保険者の方 

(未申告の場合、保険料算定に係る軽減措置等で影響が出る場合があります。) 

・児童手当、就学援助、高齢福祉、障害福祉、保育等のサービスを受けてい 

る方 

・課税(非課税)証明書が必要な方 
 申告は必要ありま

せん 
 ただし、所得税が源泉徴収されていて、所得税の還付を受ける方は、右

京税務署へ確定申告書を提出してください。  

いいえ 

給与以外の所得がある 

はい いいえ 

はい 

スタート 
令和７年１月１日現在、向日市に居住していましたか 

☆の控除…配偶者、扶養、社会保険料、

生命保険料、医療費、寄附 等 

給与収入が 2,000 万円を 
超えている 

■申告フローチャート 

勤務先は１カ所だけで年末調整 
している 
（複数であっても、年末調整で合算して

いる場合は「はい」へ） 

いいえ 

源泉徴収票に記載のない 
☆の控除を追加する 

はい 

主な収入は営業・農業・不動産
収入である 

源泉徴収票に記載
のない☆の控除を
追加する 

いいえ 

はい 

年金以外の所得がある 

いいえ 

次の申告フローチャートを参考に、所得税の確定申告や市・府民税の申告が必要か不要かをご確認ください。フローチ

ャートは一般的な事例です。 

※ 

申告フローチャート 

いいえ はい 

右京税務署 

TEL:075-311-6366 

○B  

年金以外の所得が 20 万円
を超えている 

向日市役所 

税務課 市民税係 
TEL:075-874-2243 

いいえ 

○Ａ  

令和７年１月１日に居住していた市町村にお問い合
わせください。 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

向日市役所 

税務課 市民税係 
TEL:075-874-2243 

はい 

前年中（令和 6 年１月～１２月）にどのような収入がありましたか 

収入なし 

（遺族・障害年金、失業保険

などの非課税所得のみの場

合を含みます。） 

（遺族・障害年金、失業保

険などの非課税所得のみ

の場合を含みます。） 

（遺族・障害年金、失業保

険などの非課税所得のみ

の場合を含みます。） 

（遺族・障害年金、失業保

険などの非課税所得のみ

の場合を含みます。） 

はい 

主な収入は給与収入である 

いいえ 

主な収入は年金収入である 

いいえ 

※ただし、年末調整をしていない給与の収入金額と

給与以外の収入から経費を差し引きした所得の

合計金額が 20 万円を超えない場合は○B  

 

所得金額が所得税の控除の
合計額を超えている 

はい 

年金収入が 400 万円を 
超えている 

はい 

はい 

給与以外の所得が 20 万円
を超えている 給与から所得税が源泉

徴収されている 

はい 

はい 

○C  

市・府民税の申告が 
必要です 

tel:075-874-2243
tel:075-874-2243

